
協議第１０号  
 
一部事務組合等の取扱いについて  

 
一部事務組合等の取扱いについて、次のとおり提案する。  

 
１ 深谷市、岡部町が加入している深谷市・岡部町共同事務組合に

ついては、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての

事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。また、一般職の職員

は、新市の職員として引き継ぐものとする。  
２ 川本町、花園町が加入している寄居地区消防組合については、

合併の日の前日をもって解散し、当該組合の事務のうち川本町、

花園町に係る事務は新市に引き継ぐものとする。  
ただし、寄居町に係る事務は、新市が地方自治法第２５２条の

１４に定める「事務の委託」により、合併の日に受託する方向で

協議するものとする。  
  また、寄居地区消防組合の職員の身分及び財産の取扱いについ

ては、関係市町において協議するものとする。  
３ 川本町、花園町が加入している寄居地区衛生組合については、

合併の日の前日をもって解散し、川本町、花園町の区域に係る事

務は、新市において地方自治法第２５２条の１４に定める「事務

の委託」により、合併の日に寄居町に委託する方向で協議するも

のとする。  
なお、寄居地区衛生組合の職員の身分及び財産の取扱いについ

ては、関係市町において協議するものとする。  
４  深谷市、岡部町、川本町、花園町（以下「１市３町」とい

う。）が加入している大里広域市町村圏組合については、新市と

して引き続き加入する。  
５   深谷市が加入している埼玉県都市競艇組合については、新市と
して加入する。  

－ ３１ － 

 



６ １市３町が加入している埼玉県市町村職員退職手当組合につい

ては、新市として引き続き加入する。  
７ １市３町が加入している埼玉県市町村消防災害補償組合につい

ては、新市として引き続き加入する。  
８   岡部町、川本町、花園町が加入している埼玉県市町村交通災害
共済組合については、新市として加入する。  
９   １市３町が加入している彩の国さいたま人づくり広域連合につ
いては、新市として引き続き加入する。  

 
平成１７年１月１２日提出  

 
深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会     

会 長 深谷市長 新 井 家 光     

－ ３２ － 

 



1市３町における一部事務組合の加入状況

○○

花園町

○
○
○

○
○
○

○

川本町

○
○
○

○
○
○

○

岡部町
○

○

○
○
○

○
○
○

企画財政部会

住民部会

消防組合分科会　　

彩の国さいたま人づくり広域連合

企画分科会

埼玉県市町村職員退職手当組合 財政分科会

埼玉県市町村消防災害補償組合 人事給与分科会

○

関係項目

深谷市・岡部町共同事務組合

専門部会

埼玉県都市競艇組合

分 科 会
埼玉県市町村交通災害共済組合

寄居地区消防組合　　寄居地区衛生組合

  １５
  一部事務組合等の取扱いについて

4
3

 ○印は、各市町の
加入状況

住民分科会

６　１市３町が加入している埼玉県市町村職員退職手当組合については、新市として引き続き加入する。

７　１市３町が加入している埼玉県市町村消防災害補償組合については、新市として引き続き加入する。

８　岡部町、川本町、花園町が加入している埼玉県市町村交通災害共済組合については、新市として加入する。

９　１市３町が加入している彩の国さいたま人づくり広域連合については、新市として引き続き加入する。

５　深谷市が加入している埼玉県都市競艇組合については、新市として加入する。

深谷市

埼玉県都市競艇組合
○

深谷市・岡部町共同事務組合
組　合　名　等

現　　　　　　　　　　　　況
番号

　　深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

1
備　考

大里広域市町村圏組合

１／１３

9

大里広域市町村圏組合

彩の国さいたま人づくり広域連合
埼玉県市町村交通災害共済組合
埼玉県市町村消防災害補償組合
埼玉県市町村職員退職手当組合

8

5
6
7

協定項目

調整方針

2
寄居地区衛生組合
寄居地区消防組合

１　深谷市、岡部町が加入している深谷市・岡部町共同事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての
　事務及び財産を新市に引き継ぐものとする。また、一般職の職員は、新市の職員として引き継ぐものとする。

２　川本町、花園町が加入している寄居地区消防組合については、合併の日の前日をもって解散し、当該組合の事務のうち川本町、
  花園町に係る事務は新市に引き継ぐものとする。
    ただし、寄居町に係る事務は、新市が地方自治法第２５２条の１４に定める「事務の委託」により、合併の日に受託する方向で
  協議するものとする。
    また、寄居地区消防組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。

３　川本町、花園町が加入している寄居地区衛生組合については、合併の日の前日をもって解散し、川本町、花園町の区域に係る事
  務は、新市において地方自治法第２５２条の１４に定める「事務の委託」により、合併の日に寄居町に委託する方向で協議するも
  のとする。
    なお、寄居地区衛生組合の職員の身分及び財産の取扱いについては、関係市町において協議するものとする。
４　深谷市、岡部町、川本町、花園町（以下「１市３町」という。）が加入している大里広域市町村圏組合については、新市として
  引き続き加入する。

総務部会

－
 
３
３
 
－
 

 



【総括】 ２／１３

土地
建物
物権
有価証券等

物品

債権
基金
地方債残高
債務負担行為

土地

建物

物権

有価証券等

物品

債権

基金

地方債残高
債務負担行為

　　　　　　　　　　　　　２９６，２１９千円 なし
なし なし

なし なし

なし

なし

財
　
　
　
　
産

なし

敷地面積　　　　９，５３０．００㎡

炉棟　　　　　　　　２３６．００㎡
管理棟　　　　　　　４６３．００㎡
車庫　　　　　　　　１０８．００㎡
倉庫　　　　　　　　　３６．００㎡
受水槽ポンプ室　　　　　４．００㎡
ピロティ部分　　　　　９３．００㎡
灰捨場　　　　　　　　　６．００㎡

合   計　　　　   　９４６．００㎡

なし

なし

霊柩自動車　　１台
連絡車　　　　１台
発電機　　　　１台
祭壇　　　　　１組 ほか

なし
なし

なし

　非木造　　　　６，２９０．６０㎡
　　　　　　　３５，０１７．１８㎡

　なし
　なし

特別職

一般職

　管理者1人 副管理者2人 収入役1人
　議会議員26人 監査委員2人
　公平委員会委員3人

　合計155人（平成16年給与実態調査）
　　内訳 ： 事務局5人  消防138人
        　 　 し尿9人  斎場3人
　　　　 　　（深谷市より派遣13人岡部町より
              派遣 2人）

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

１　深谷市・岡部町共同事務組合

　　　　　　　　現　　　　　況　（財産は平成１５年度末現在）

職　　　　　員 財　　　　産

　消防ポンプ自動車等49台
　訓練塔他主要物品8 ほか

　なし
　なし

斎　　場し　　尿

　　　　  　　　２９６，２１９千円
　なし

内　　　　　　訳
区　　分 消　　防

消防本部　　　　１，２５９．５８㎡
新消防本部    ２３，６４０．１９㎡
その他　　　　　　　５８７．４１㎡
合計　　　　　２５，４８７．１８㎡

全て深谷市の土地

消防本部　　　　　　８４１．２６㎡
分署（４分署）　１，２９１．１６㎡
 （上柴357.70 藤沢276.23 豊里298.31 岡部358.92）
分団（１５分団）    ９７０．６２㎡
訓練センター　　　　　４１．５６㎡

合   計　　　 　３，１４４．６０㎡

投入受付、前処理機械棟　 　２４７．００㎡
　　（第１、第２機械棟）
嫌気性消化方式管理棟　　　 ３１１．００㎡
酸化方式第３機械棟　　　  　 ６０．００㎡
汚泥処理機械棟　　　　　　 ７６９．００㎡
第３受電、機械棟　　　　 　　７５．００㎡
抜気槽、沈殿槽　　　　　　 ５５８．００㎡
事務所棟　　　　　　　　　 １８０．００㎡
合    計　　　　    　 ２，２００．００㎡

消防ポンプ自動車29台
   (救助2 科学2 水槽付5 梯子2 ポンプ18)
救急自動車6台　指令車2台　資機材運搬車1台
査察車3台　連絡車4台
救助艇1　通信指令装置1　可搬ポンプ2　訓練塔2 ほか

軽四輪貨物自動車　　１台
ダンプ（２ｔ）　　　１台 ほか

なし なし

なし なし

－
 
３
４
 
－
 

 



３／１３

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

組　合　名　等 現　　　　　　　　況

２　寄居地区消防組合
①構成市町村等 川本町、花園町、寄居町の計３町

②事務所の位置 花園町大字小前田５３７番地

③担任事務

(１)  消防に関する事務。
(２)　知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例により、組
　　合町が処理することとされた事務のうち、次に揚げるもの。
　イ　火薬類取締法及び火薬類取締法施行規則に基づく事務。
　ロ　高圧ガス保安法に基づく事務。
　ハ　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に
　　基づく事務。

③担任事務 し尿処理に関する事務。

３　寄居地区衛生組合

①構成市等 川本町、花園町、寄居町の計３町

②事務所の位置 寄居町大字赤浜５４８番地

－
 
３
５
 
－
 

 



４／１３

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

現　　　　　　　　況組　合　名　等

②事務所の位置 さいたま市中央区下落合１７０４番地

４　大里広域市町村圏組合

５　埼玉県都市競艇組合

①構成市町村等
深谷市、岡部町、川本町、花園町、寄居町、熊谷市、大里町、江南
町、妻沼町の計２市７町

①構成市等
深谷市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、岩槻市、春日部市、
狭山市、羽生市、鴻巣市、上尾市、草加市、越谷市、入間市、鳩ヶ
谷市、朝霞市、さいたま市の計１７市

③担任事務
(１)  モーターボート競走法に基づく、モーターボート競走の施行
　　に関すること。
(２)　その他モーターボート競走の実施に関し必要なこと。

熊谷市曙町２丁目６８番地

(１)  広域行政振興計画の策定及び当該計画に基づく事業の実施に
    伴う連絡調整に関すること。
(２)　ごみ焼却施設の建設及び管理運営に関すること。
(３)　不燃物処理場の建設及び管理運営に関すること。
(４)　視聴覚ライブラリーの設置及び管理運営に関すること。
(５)　介護保険に関すること。
(６)　情報処理センターの設置及び管理運営に関すること。

②事務所の位置

③担任事務

－
 
３
６
 
－
 

 



５／１３

③担任事務

　消防組織法第１５条の７の規定による非常勤消防団員に係る損害
補償、消防法第３６条の３の規定による消防作業に従事した者又は
救急業務に協力した者に係る損害補償、水防法第６条の２の規定に
よる非常勤水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第３４条
の規定による水防作業に従事した者に係る損害補償並びに災害対策
基本法第８４条第１項の規定による応急措置の業務に従事した者に
係る損害補償に関する事務。

７　埼玉県市町村消防災害
　　補償組合 ①構成市町村等 深谷市、岡部町、川本町、花園町他７９市町村の計８３市町村

②事務所の位置 さいたま市浦和区高砂３丁目１４番１号　埼玉県自治会館内

②事務所の位置 さいたま市浦和区高砂３丁目１４番１号　埼玉県自治会館内

③担任事務 組合市町村の常勤の職員に対する退職手当に関する事務。

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

組　合　名　等 現　　　　　　　　況

６　埼玉県市町村職員退職
　　手当組合 ①構成市町村等

深谷市、岡部町、川本町、花園町他８０市町村の計８４市町村及び
深谷市・岡部町共同事務組合、寄居地区消防組合、寄居地区衛生組
合他５０一部事務組合の計５３一部事務組合

－
 
３
７
 
－
 

 



６／１３

②事務所の位置 さいたま市浦和区高砂３丁目１４番１号　埼玉県自治会館内

③担任事務 組合市町村の住民に対する交通災害共済に関する事務。

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

組　合　名　等 現　　　　　　　　況

８　埼玉県市町村交通災害
　　共済組合 ①構成市町村等 岡部町、川本町、花園町他６２市町村の計６５市町村

③担任事務 構成団体の職員の人材の開発、交流及び確保に関する事務

９　彩の国さいたま人づく
    り広域連合 ①構成市町村等 埼玉県及び埼玉県内全市町村の計１県９０市町村

②事務所の位置 さいたま市浦和区高砂３丁目１４番１号　埼玉県自治会館内

－
 
３
８
 
－
 

 



川本町
花園町
寄居町

川本町
花園町
寄居町

７／１３深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料

９月～１２月

１市１町それぞれ、
・解散議決
・財産処分議決

市長・町長
の　協　議

深谷市
岡部町

新 市 誕 生
１８年１月１日

【一部事務組合の脱退、加入等の手続き】

県へ解散
の届出

解散

県へ規約変
更の届出

寄居地区衛生組合

構成市町村及
び合併関係市
町首長の協議

県へ規約変
更の届出

埼玉県都市競艇組合
埼玉県市町村交通災害共済組合

３町長の
協　 議

県へ解散
の届出

解散

構　成
市町村

解散
３町長の
協　 議

県へ解散
の届出

規約変更の
事前協議

構成市町村それぞれ、
・規約変更の議決

８月

大里広域市町村圏組合
埼玉県市町村職員退職手当組合
埼玉県市町村消防災害補償組合

構成市町村及び
合併関係市町

３町それぞれ、
・解散議決
・財産処分議決

組合解散の
事前協議

平成１７年

深谷市・岡部町共同事務組合

加入

組合解散の
事前協議

合併の日
の前日

規約変更の
事前協議

構成市町村及び合併関
係市町それぞれ、
・規約変更の議決

すべて新市に
引き継ぐ

組合解散の
事前協議

３町それぞれ、
・解散議決
・財産処分議決

埼

玉

県

知

事

許

可

構成市町村首
長の協議 加入

構　成
県市町村

規約変更の
事前協議

総
　
務
　
大
　
臣
　
告
　
示
（
合
併
の
効
力
発
生
）

彩の国さいたま人づくり広域連合

寄居地区消防組合

加入
構成県市町村それぞれ、
・規約変更の議決

構成県市町村
首長の協議

総務省へ規約
変更の届出

総務大臣
許可

寄居町へ
事務委託

すべて新市に
引き継ぐ

新市に引き継ぐ
又、寄居町より
事務受託
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【地方自治法】 

(事務の委託) 

第２５２条の１４ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普

通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 

２ 前項の規定により委託した事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議

してこれを行わなければならない。 

３ 第２５２条の２第２項及び第３項本文の規定は前２項の規定により普通地方公共団体の事務を委託し、又は委託した事務を変更し、若しくは

その事務の委託を廃止する場合に、同条第４項の規定は第１項の場合にこれを準用する。 

 

(事務の委託の規約) 

第２５２条の１５ 前条の規定により委託する普通地方公共団体の事務(以下本条中「委託事務」という。)の委託に関する規約には、次に掲げる

事項につき規定を設けなければならない。 

（１） 委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体 

（２） 委託事務の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法 

（３） 委託事務に要する経費の支弁の方法 

（４） 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項 

 

(事務の委託の効果) 

第２５２条の１６ 普通地方公共団体の事務を、他の普通地方公共団体に委託して、当該普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員を

して管理し及び執行させる場合においては、当該事務の管理及び執行に関する法令中委託した普通地方公共団体又はその執行機関に適用すべき

規定は、当該委託された事務の範囲内において、その事務の委託を受けた普通地方公共団体又はその執行機関について適用があるものとし、別 

－
 
４
０
 
－
 

 



 

深谷市・岡部町・川本町・花園町合併協議会の調整方針資料 

９／１３ 

関 係 法 令 等 抜 粋 

に規約で定めをするものを除くほか、事務の委託を受けた普通地方公共団体の当該委託された事務の管理及び執行に関する条例、規則又はその

機関の定める規程は、委託した普通地方公共団体の条例、規則又はその機関の定める規程としての効力を有する。 

 

（組合の種類及び設置） 

第２８４条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、全部事務組合及び役場事務組合とする。 

２ 普通地方公共団体及び特別区は、第６項の場合を除くほか、その事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加

入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合におい

て、一部事務組合内の地方公共団体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、一部事務組合の成立と同時

に消滅する。 

３ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画（以下

「広域計画」と言う。）を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びにこれらの事務の一

部を広域にわたり総合的かつ計画的に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、

広域連合を設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。 

４～６（省略） 

 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合の規約を変更し

ようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府

県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しよ

うとするときは、この限りでない。 

２ 一部事務組合は、次条第１項第１号、第４号又は第７号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方公 

－
 
４
１
 
－
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共団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない 

 

（規約等） 

第２８７条 一部事務組合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。 

 （１） 一部事務組合の名称 

 （２） 一部事務組合を組織する地方公共団体 

 （３） 一部事務組合の共同処理する事務 

 （４） 一部事務組合の事務所の位置 

（５） 一部事務組合の議会の組織及び議員の選挙の方法 

（６） 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法 

（７） 一部事務組合の経費の支弁の方法 

２ 一部事務組合の議会の議員又は管理者（次条第２項の規定により管理者に代えて理事会を置く第２８５条の一部事務組合にあつては、理事）

その他の職員は、第９２条第２項、第１４１条第２項及び第１９６条第３項（これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。）の規定にかか

わらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねることができる。 

 

（議決事件の通知） 

第２８７条の３ 一部事務組合の管理者（前条第２項の規定により管理者に代えて理事会を置く第２８５条の一部事務組合にあつては、理事会。

第２９１条第１項及び第２項において同じ。）は、当該一部事務組合の議会に議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて当該議会

の議決を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当該議決の結

果についても、同様とする。 

－
 
４
２
 
－
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（解散） 

第２８８条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第２８４条第２項の例により、総務大臣又は都道府県知

事に届出をしなければならない。 

 

（財産処分） 

第２８９条 第２８６条又は前条の場合において、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。 

 

（議会の議決を要する協議） 

第２９０条 第２８４条第２項、第２８６条、第２８８条及び前条の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとす

るときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の 

許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第６号若しくは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連合が

新たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における当該事務のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、

この限りでない。 

２～８（省略） 

 

（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１項並びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協

議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 

－
 
４
３
 
－
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【市町村の合併の特例に関する法律】 
（一部事務組合等に関する特例） 
第９条の２ 市町村の合併によりその区域の全部が新たに設置される合併市町村の区域の一部となり、又はその区域の全部が他の合併関

係市町村（以下この項において「編入をする市町村」という。）に編入される合併関係市町村のうちに地方自治法第２８４条第２項又

は第３項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体（以下この項及び次条第４項第１号において「他の地方公共団体」とい

う。）と一部事務組合又は広域連合（これらのうち当該編入をする市町村の加入していないものに限る。）を組織しているものがある

場合においては、当該一部事務組合又は当該広域連合は、すべての合併関係市町村及び当該他の地方公共団体の協議により、当該一部

事務組合若しくは当該広域連合を組織する地方公共団体の数を減少し若しくは共同処理し若しくは処理する事務を変更し、又は当該一

部事務組合若しくは当該広域連合の規約を変更して、市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村

及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とすることができる。この場合においては、同法第２８６条第１項本

文又は第２９１条の３第１項本文の規定の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 
２ 地方自治法第２９０条又は第２９１条の３第２項、第５項及び第６項並びに第２９１条の１１並びに第２９３条第１項の規定は、前

項の場合について準用する。 
 
第９条の３ 市町村の合併（当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに

限る。以下この条において同じ。）の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関係市町村が地方自治法第２８４条第

２項又は第３項の規定により合併関係市町村以外の地方公共団体（以下この項において「他の地方公共団体」という。）と同一の一部

事務組合又は広域連合を組織している場合においては、同法第２８６条第１項本文又は第２９１条の３第１項本文の規定にかかわら

ず、当該市町村の合併の日から当該一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更される日（当該市町村の合併の日から起算して６月を

経過する日までの間に当該規約の変更が行われない場合にあつては、当該６月を経過する日）までの間に限り、当該一部事務組合又は

当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合又は当該

広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例により行うものとする。 
２ 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務

組合又は当該広域連合を組織する市町村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあつては当

該同一の数が、同一の数でない場合にあつては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の定数を合算して得た数が、 
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当該規約に当該合併市町村の議員の定数として定められているものとみなす。 
３ 第１項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用については、当該規約において当該一部

事務組合又は当該広域連合を組織するすべての市町村が均等に経費を負担するものと定められている場合にあつては当該規約に当該合

併市町村及び当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められてい

るものとみなし、その他の場合にあつては当該規約に当該規約において合併関係市町村について定められた経費の分賦金の額を合算し

て得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の額として定められているものとみなす。 
４ 前３項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 
（１） 前条第１項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方

公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 
（２） 次条第２項の規定により通知を受けた日の翌日から起算して３０日を経過する日（その日が市町村の合併の日以後の日であ

る場合にあつては、当該市町村の合併の日の前日）又は市町村の合併の日から起算して３０日前の日のうちいずれか遅い日ま

でに当該一部事務組合又は当該広域連合を組織する地方公共団体から当該一部事務組合の管理者（地方自治法第２８７条の２

第２項の規定により管理者に代えて理事会を置く同法第２８５条の一部事務組合にあつては、理事会。次項及び次条において

同じ。）又は当該広域連合の長に第１項の規定の適用について異議の申出があつた場合 
（３） 市町村の合併の日前に地方自治法第２８６条第１項本文又は第２９１条の３第１項本文の規定により当該一部事務組合又は

当該広域連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合又は当該広域連合の規約の変更であつて合併関係市

町村に係るものが行われた場合 
５ 前項第２号の異議の申出があつた場合には、一部事務組合の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当

該広域連合を組織する地方公共団体（当該異議の申出をした地方公共団体を除く。）の長に通知しなければならない。 
６ 第２項及び第３項に定めるもののほか、第１項の場合における一部事務組合又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項

は、政令で定める。 
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